四国中央市公告第50号 


　　　介護予防教室に係る公募型プロポーザルの実施について


介護予防教室に係る受託者の募集及び選定に関し、次のとおり公告する。

　　令和８年５月18日

四国中央市長　大西　賢治


１　趣旨
介護予防教室の実施について、多様化する高齢者世代のニーズ及び時代に合った効果的で魅力的な事業プログラムの発掘を目的として、公募型プロポーザル方式により受託者の選定を行う。

２　委託業務名
介護予防教室

３　業務内容
　　満65歳以上の市民を対象とした介護予防教室を市内各所において実施するに当たり、プログラムの企画、会場の確保、参加者の募集又は送迎等を行うもの

４　実施地域等
(1) 業務の実施する地域、募集する企画数及び対象者数は、次の表のとおりとする。
	実施地域
	募集企画数
	対象者数
	備考

	川之江１
	１
	6,428人
	対象者数は、令和８年４月１日現在の満65歳以上の人口

	川之江２
	１
	4,649人
	

	三島１
	１
	5,699人
	

	三島２
	１
	4,973人
	

	土居
	１
	　5,401人
	

	新宮
	１
	　　407人
	


(2) 介護予防教室の開催数は、川之江１、川之江２、三島１及び三島２は８回、土居は５回、新宮は２回とする。
(3) １事業者が実施する地域数は、３地域までとする。
(4) 複数の実施する地域で異なる企画又は同一企画での応募も可能とする。ただし、１事業者が１地域で応募可能な企画数は、１本とする。
(5) 実施する地域ごとに企画単位での選考を行う。
(6) 介護予防教室は、１回で完結するものとし、１回ごとに場所を変更するものとする。
(7) 実施する場所は、交通手段、バリアフリー設備等について配慮し、提案内容に適した場所を事業者自らが確保すること。

５　業務履行期間
　　契約締結日の翌日から令和９年３月31日まで

６　見積上限価格
(1) 川之江１
448,800円（消費税及び地方消費税相当額40,800円を含む。）
(2) 川之江２
448,800円（消費税及び地方消費税相当額40,800円を含む。）
(3) 三島１
448,800円（消費税及び地方消費税相当額40,800円を含む。）
(4) 三島２
448,800円（消費税及び地方消費税相当額40,800円を含む。）
(5) 土居
　　　280,500円（消費税及び地方消費税相当額25,500円を含む。）
(6) 新宮
　　112,200円（消費税及び地方消費税相当額10,200円を含む。）
注　上記(1)から(6)までの見積上限価格は、人件費、物品費、送迎費、材料費、加入保険料等の全ての経費を含む。

７　応募資格要件
(1) 本業務の公募に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
ア 市内に本社、支店又は営業所等のいずれかを有し、介護予防プログラム又は健康増進プログラムの実施が可能な知識を持ち、並びに専門職員等及び市内で安定的に事業を実施する場所の確保ができている者であること。
イ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。
ウ 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者（会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けている者を除く｡）でないこと等の経営状態が著しく不健全である者でないこと。
(2) 前号の規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、応募できないものとする。
ア 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的としている団体及び特定の公職（公職選挙法（昭和25年法律第100号）第３条に規定する公職をいう｡）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む｡）若しくは公職に当たる者又は政党を推薦し、支持し、又はこれに反対することを目的としている団体
イ 宗教の教義を広め、儀式行為を行い、又は信者を強化育成することを主たる目的としている団体
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団及びそれらの利益となる活動を行う者

８　事務局
四国中央市福祉部長寿支援課地域包括支援センター
四国中央市三島宮川４丁目６番55号
　　ＴＥＬ　0896－28－6147　
ＦＡＸ　0896－28－6059
　　E-mail　 hokatu-info@city.shikokuchuo.ehime.jp

９　提出書類
プロポーザルに応募しようとする事業者は、市公式ホームページから次の様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、提出すること。
	
	書　類　名
	内　　容

	1 
	参加申請書
	別紙１

	2 
	企画提案書
	別紙２（応募地域ごとに作成すること。）

	3 
	会社概要
	様式は、任意とする。（専門職員等人員体制等が確認できるものを添付すること。）

	4 
	見積書
	別紙３（見積書用封筒を封かんし、割印の上、提出すること。）


(1) 提出書類は、全て日本語で作成し、Ａ４サイズかつ両面で印刷したものとすること。
(2) 提出部数は、①から③までは７部（正本１部、副本６部）とし、④は１部（正本１　　
部のみ）とする。この場合において、添付資料があるときは、７部用意すること。
(3) 企画提案書は、応募地域ごとに作成すること。複数地域で同一企画を応募する場合においても応募地域ごとに作成すること。
(4) 見積書は、所定の様式を使用すること。この場合において、見積書に記載する金額は消費税及び地方消費税抜きの金額とし、使用する単位は円とすること。
(5) 見積書用封筒は、別紙４の見積書用封筒の作成について参照し、封筒の表面に見積書在中、宛名、委託業務名、実施地域名、提案企画名及び応募事業者の商号又は名称を記載すること。
(6) 見積書は、別に指定する日時まで開封せず、事務局にて厳重な管理を行う。

10　募集期間
[bookmark: _Hlk135160026]令和８年５月18日（月）から同年６月12日（金）まで

11　提出期限、提出先及び提出方法
(1) 提出期限　令和８年６月12日（金）　午後５時必着（厳守）
(2) 提 出 先　上記８　事務局
(3) 提出方法　持参に限る。

12　応募辞退について
参加申請書を提出した者がプロポーザルを辞退する場合は、参加辞退届（別紙５）を参加申請書の提出期限までに四国中央市長に提出すること。この場合において、参加辞退届の提出が参加申請書の提出期限を過ぎた場合は、辞退できないものとする。

13　選定方法等
　優先交渉権者の選定は、四国中央市介護予防教室業務受託者選定委員会において書類審査によって行う。
(1) 優先交渉権者の決定方法
ア 企画提案及び見積書の価格等による総合評価（以下「評価点」という）により最も評価点の高い者を優先交渉権者として決定する。
イ 見積価格が見積上限価格の範囲内である者のうち、評価点の高い順に決定する。
ウ 評価点が同点の者が２者以上の場合は、くじ引きによる抽選を行い優先交渉権者を決定する。
エ 応募事業者が１者のみであっても審査を行い、評価点に係る配点全体の２分の１以上の得点を取得した場合は、優先交渉権者に決定する。
(2) 評価のポイント
別添の介護予防教室に係る評価ポイントについてのとおりとする。
(3) 総合評価の方法
ア　評価点の計算方法
（評価項目ごとの評価者の得点合計）／（評価者数）（小数点４位以下切捨）
イ　審査委員がやむを得ない事情により選定審査会に参加ができない事態が発生した場合は、欠員補充は行わず、参加した委員により審査を行うものとする。

14　選定審査対象及び優先交渉権者からの除外（欠格事項）
　　次のいずれかに該当した場合は、審査の対象及び優先交渉権者から除外する。
(1) 審査に関する不当な要求等を申し入れたとき。
(2) 提出書類に虚偽又は不正があったとき。
(3) 見積金額が見積上限価格を上回るとき。
(4) この公告の内容に違反し、又は著しく逸脱したとき。
(5) 募集期間を過ぎてから提出書類等が提出されたとき。
(6) その他不正行為があったとき。

15　結果の通知
選定結果は、全ての応募事業者に対して文書で通知する。この場合において、審査の経緯に係る説明は行わないものとし、審査結果に係る一切の異議申立ては認めない。

16　契約
(1) 選定された事業者を優先交渉権者として、選定された提案内容をもって業務実施に必要な具体的な履行条件等について協議し、協議等が整い次第、契約を締結する。
(2) 受託者が委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせることは認めない。
(3) 優先交渉権者が契約締結日までに上記８応募資格要件のいずれかを欠格した場合又は上記15選定審査対象及び優先交渉権者からの除外（欠格事項）により欠格した場合は、次点交渉権者を優先交渉権者として契約協議の交渉を行う。

17　契約保証金
　四国中央市契約規則（平成16年四国中央市規則第50号）によるものとする。

18　支払条件
　実績報告書提出後、一括払いとする。

19　その他
(1) 参加申請書の作成に要する費用等は、全て応募事業者の負担とし、提出書類の返却は行わない。
(2) 当該応募のために応募事業者が負担した費用及び契約不成立等により被った損害について市は一切の責を負わない。
(3) 提出された参加申請書類等は、本プロポーザル以外の用には使用しない。
(4) 募集に係る質問は、令和８年６月12日（金）午後５時まで受け付ける。質問の内容及び回答は、全ての応募事業者にE-mailの送付を行うので、応募事業者は連絡用のE-mailアドレスを市に提示すること。
(5) 提出期限以降に提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。
(6) 本業務の詳細については、介護予防教室仕様書によるものとする。
(7) 本プロポーザルの実施スケジュールは、次のとおりとする。
	①
	応募書類等の提出期限
	令和８年６月12日（金）午後５時まで（必着）

	②
	募集に係る質問の受付期間
	令和８年５月18日（月）から同年６月12日（金）午後５時まで

	③
	見積書の開封及び選定審査会実施
	令和８年６月29日（月）

	4 
	審査結果の通知
	令和８年７月６日（月）

	5 
	契約候補者との契約協議開始
	審査結果の通知後、速やかに協議を開始する。

	6 
	契約締結
	契約協議終了後




別紙１
参　加　申　請　書

　　年　　月　　日
四国中央市長　　　　　　様

住　　所
団 体 名
代表者氏名　 　　　 　　　　㊞


　　介護予防教室に係る公募型プロポーザルについて、下記のとおり参加を申請します。
なお、この公告に定める参加資格要件を全て満たすことを誓約します。


記


	業　務　名
	介護予防教室

	応募(実施)地域
（応募の地域に〇印）
	川之江１　・　川之江２　・　三島１　・　三島２　・　土居　・　新宮

	提案企画名
（プログラム名）
	

	団 体 名
（法　人　名）
	

	団 体 区 分
	社会福祉法人 ・ 医療法人 ・ 株式会社 ・ 特定非営利法人
その他 （　　　　　　　　　　　　　　）

	所 在 地
	

	担 当 部 署
	

	担当者氏名
	

	電 話 番 号
E-mailアドレス
	


※書類は、応募地域ごとに作成すること。



別紙２－１

介護予防教室企画提案書

１　介護予防に対する基本的な考え方、方針及び実績
	(1) 基本的な考え方
	

	(2) 実績、経験等
	



２　提案企画
	(1) 企画プログラム名
	

	(2) 応募(実施)地域
（応募の地域に〇印、地域ごとに書類を分けること)
	川之江１　・　川之江２　・　三島１　・　三島２　・　土居　・　新宮

	(3) 実施予定の地区割名
(実施を予定場所している場所について仕様書３実施等の表中地区割名を全て記載)
	

	(4) プログラム提案内容
※実施内容、効果等について具体的に記入すること。

	【〇〇地域】その１
【実施プログラムについて番号を〇で囲む】
ア 運動機能向上　イ 認知症予防　ウ 口腔機能向上
エ 低栄養改善　オ 閉じこもり予防　６ その他
【実施時間】１回当たり（　　　　分）
【内容詳細・効果等】

【〇〇地域】その２
　※内容が変わる場合、以下同じように記入していく




別紙２－２

３　実施体制等
	(1) 従事者予定数
	

	(2) 従事者職種及び資格
	

	(3) 経歴
	

	(4) 実施予定場所及び回数
　　（まとめて記載する）
	ア 公民館　　　　回　　イ 集会所　　　　  　回
ウ 公共施設 　　 回 　 エ 自己所有施設　　　回
オ その他（　　　　　　　　　　　）　　　 　回


	(5) 交通弱者への対応
	



４　管理体制等
	(1) 個人情報保護管理体制
	

	(2) 安全対策
	



５　広報活動等
	(1) ＰＲ方法
	



	(2) 参加者の新規掘起し
	





別紙３
見　　積　　書
　　年　　月　　日

　四国中央市長　　　　　　様

見　積　者                              
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　　

	
	千万
	百万
	十万
	万
	千
	百
	十
	円


※金額の前に「￥」を記入すること。 ※消費税抜きの金額を記入すること。

（業　務　名） 　　介護予防教室　　　
（実 施 地 域）　　【　川之江１　・　川之江２　・　三島１　・　三島２　・　土居　・　新宮　】
※見積書は、応募する業務ごとに作成し、見積書用封筒に封入すること。
※実施地域を○印で囲むこと。記入漏れは、欠格となる。
※見積書は、見積書用封筒に封入すること。




上記のとおり四国中央市契約規則を遵守し、契約事項を承認の上、見積いたします。
[image: ]



別紙５
参　加　辞　退　届

　　年　　月　　日

四国中央市長　　　　　　　様


住　　所
団 体 名
代表者氏名　　 　　　　　　　　　　　㊞


下記のとおり介護予防教室に係る公募型プロポーザルの参加を辞退したいので、届け出ます。

記

　辞退する案件
	１　参加申請日
	　　年　　月　　日

	２　提案企画名
	

	３　辞退する理由
	





	介護予防教室に係る評価ポイントについて　　　　　　　　　
	

	評価項目
	評価の視点
	配点

	基本方針
	介護予防事業の基本的な考え方及び取組方針が具体的に示されているか
	20

	法令等の遵守
	基本的な関係法令や倫理について、正しい認識及び理解するための積極的な取組を行っているか
	20

	運営実績及び経験
	事業を実施するための実績及び経験はどうか
	20

	実施体制
	事業実施体制は適切か
	20

	
	交通弱者への対応はどうか
	60

	管理体制
	個人情報保護管理体制は適切か
	20

	
	教室開催時の安全対策は適切か
	20

	協力体制
	市への協力体制が確保されているかどうか
	20

	提案内容
	実施地域・開催場所の設定はどうか
	50

	
	高齢者のニーズに対応した魅力的なプログラム提案か
	50

	
	提案内容について、優れた点、特色及び独自性があるか
	50

	
	企画提案書はわかりやすく記載されていたか
	20

	広報活動
	独自の広報活動により参加者の掘起しが期待できるか
	20

	見積金額
	当該事業における価格は適正か
	10


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  合計     400
　

image1.png
B4

BHT

o

S

W O NMHAREEE
OO0 (EEEth
ISR (RS
R E o

2
i
3
3
Q
Q
Q
Q
Q
o

[(:3]elele]

EESEROBS T
EBEER ERD

XRSHEEFEAO L.,





